
「利根川水系中川・綾瀬川河川整備計画【大臣管理区間】（原案）」について、

学識経験を有する者、関係する住民、関係都県から

いただいたご意見に対する関東地方整備局の考え方

国土交通省　関東地方整備局

本資料は、「利根川水系中川・綾瀬川河川整備計画【大臣管理区間】（原案）」について学識経験を有する者、関係する住民等、
関係都県からいただいたご意見に対する関東地方整備局の考え方を示したものです。

なお、できるだけわかりやすくご説明する観点から、いただいたご意見について、その論点を体系的にいただいたご意見の概要と
して整理したうえで、ご意見の概要ごとに関東地方整備局の考え方を示しております。このため、ご意見を提出していただいた方が
指定した章節と、関東地方整備局の考え方を示した章節が一致していない場合があります。



章節

＜河川環境の概要について＞
・中川は、多くの野生生物の生育・生息場所であることを明記してほしい。 ・流域における河川環境については、原案「1.4 河川環境の沿革」におい

て、多様な生物が生息・生育・繁殖していることを記載しています。

・多様な生き物の生息・生育・繁殖の場は、ヨシ原や干潟だけでなく、連続
する樹木・草原などもあることを明記すべき。

2.2河川の適正な利用及
び流水の正常な機能の
維持に関する現状と課
題 2

＜主要地点の流況について＞
・非かんがい期は農業用水の取水量が減少し、基礎的な流量が少なくなるこ
とから、「還元量が極端に低下する」という表現を改めるべき。

・ご意見を踏まえて修文します。

2.3 河川環境の整備と
保全に関する現状と課
題 3

＜河川空間の利用について＞
・綾瀬川沿いに立地した合板工場材木を運ぶ引き船について、合板工場は現
在なく、曳舟も往来していないため、削除すべき。

・ご意見を踏まえて修文します。

4

＜気候変動の影響を踏まえた今後の対策について＞
・今後の河川整備の実施に当たっては、新たな課題として記載されている気
候変動の影響に伴う降水量の増加や海水面の上昇を踏まえ、引き続き、関係
自治体と連携して進めてほしい。

・関係自治体の皆様と連携し、適切な整備等に努めてまいります。

5

＜地震対策について＞
・地震によって生じる被害について、過去や今後予測される地震によって生
じる津波の河川遡上による水位上昇の程度や、被害の全体像等を予測してお
くことが重要であることを記載してほしい。

・ご意見の趣旨については、原案「2.5（3）首都直下地震等の大規模地震」
に記載のとおり、これまでの地震による被害や今後予想される地震被害に対
して関係機関と連携し、必要な地震対策を実施してまいります。

1

関東地方整備局の考え方

いただいたご意見の概要と考え方
原案 論点

番号
いただいたご意見の概要

1.4 河川環境の沿革

2.5 新たな課題

1／8



章節
関東地方整備局の考え方

いただいたご意見の概要と考え方
原案 論点

番号
いただいたご意見の概要

4．河川整備計画の目標
に関する事項

6

＜河川の維持管理の目標について＞
・河川の多面的機能の発揮よりも、国は環境の保全を優先すべき。 ・中川・綾瀬川では、原案「4.3 河川環境の整備と保全に関する目標」に記

載のとおり、治水、利水及び流域の自然環境、社会環境との調和を図りなが
ら、河川空間における自然環境の保全と秩序ある利用の促進に努めてまいり
ます。

4.1 洪水、津波、高潮
等による災害の発生の
防止又は軽減に関する
目標

7

＜治水の目標整備水準について＞
・河川整備計画により達成する治水安全度（年超過確率）を明記すべき。 ・河川整備計画における「洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は

軽減に関する目標」については、原案「4.1 洪水、津波、高潮等による災害
の発生の防止又は軽減に関する目標」に記載のとおり、戦後 大洪水である
昭和33年9月洪水と同規模の洪水に対して、災害の発生の防止又は軽減を図
ることとを記載しています。

・なお、年超過確率は、有識者会議資料に記載のとおり1/24です。

8

9

＜環境・維持管理に配慮した河道掘削について＞
・将来的にも環境・維持管理に配慮した断面が維持されるよう、長期計画に
向けた段階整備に当たっては、河道掘削とそれ以外の対策とのバランスを
とって進めてほしい。

・ご意見の趣旨については、原案「5.1.1（1）洪水を安全に流下させるため
の対策」に記載のとおり、本計画における河道掘削に当たっては、河床変
動、動植物の多様な生息・生育・繁殖環境等に配慮するとともに、安定した
断面形状の確保に努めます。
・また、必要に応じて計画の見直しを行う際には、将来計画を踏まえた対策
の検討に努めます。

10

＜堤防の整備について＞
・本計画の大臣管理区間内において堤防高が一部不足している区間につい
て、整備を着実に推進してほしい。

・ご意見の趣旨については、原案「5.1.1（1）1）堤防の整備」に記載のと
おり、本計画に基づき、適切な整備等に努めてまいります。

・ご意見の趣旨については、原案「4.3 河川環境の整備と保全に関する目
標」に記載のとおり、生物多様性に配慮した整備の実施を行ってまいりま
す。

5.1.1 洪水・津波・高
潮等による災害の発生
の防止又は軽減に関す
る事項

＜河川環境の整備と保全に関する目標について＞
・「30by30」の達成には、保護地域以外でも生物多様性に富む場所の保全が
必要であるため、早急な調査の実施と具体的な保全方針の策定に取り組んで
ほしい。
・河川整備計画へ生物多様性の損失を食い止めて回復させる「ネイチャーポ
ジティブ」の考え方を取り入れてほしい。

4.3河川環境の整備と保
全に関する目標

2／8



章節
関東地方整備局の考え方

いただいたご意見の概要と考え方
原案 論点

番号
いただいたご意見の概要

11

＜新規放水路の整備による江戸川への影響について＞
・新規放水路の整備に伴い、江戸川への放流量が増加することによる影響に
ついて詳述すべき。

・ご意見の趣旨については、原案「5.1.1(1) 4)放水路及び排水設備等の整
備」に記載のとおり、詳細な調査及び検討を行い、関係機関と調整の上、必
要な整備を行うとし、整備に当たっては、排水先の河川整備の状況を勘案し
つつ適切に実施するとしております。

12

＜生物多様性について＞
・本流域では、特に農地の保全は治水及び生物多様性の双方に対して重要で
あるが、開発等により農地が失われているため、早期に取組を推進してほし
い。

・ご意見の趣旨については、原案「5.1.3（4）グリーンインフラの推進」に
記載のとおり、雨水貯留や浸透等の自然環境が有する多様な機能を活かすグ
リーンインフラの推進を図るため、関係者と国内外の先進事例等を共有する
とともに、技術的支援等を行ってまいります。

＜自然環境の保全と創出について＞
・綾瀬川の大曽根ビオトープのような、自然環境復元と治水効果も望める遊
水地を中川にも作って欲しい。

・ご意見の趣旨については、原案「5.1.3（2）自然環境の保全と創出」に記
載のとおり、自然環境の保全・再生・創出、連続性を確保する生態系ネット
ワークの形成を実施します。

・古綾瀬自然ひろばにあるビオトープ池へ綾瀬川の水を流入出させて、綾瀬
川の魚類等の生育・生息場所の再生をすることを追加してほしい。

・「エコトーン」の保全・創出による自然環境の連続性・多様性の確保をし
てほしい。

・サギの餌場となる周辺の水田も保全し、地域流域の生物多様性を保ってい
くことが、生態系の微妙なバランスを保つ上でも必要と考えられ、河川を中
心により良い生態系ネットワークを形成してほしい。

5.1.2 河川の適正な利
用1 及び流水の正常な
機能の維持に関する事
項

13
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章節
関東地方整備局の考え方

いただいたご意見の概要と考え方
原案 論点

番号
いただいたご意見の概要

＜河川環境の整備と保全に関する事項について＞
・「人と河川のふれあいやスポーツなど河川利用や環境学習の場の整備」の
記載について、特にスポーツ利用は避けるか、自然環境への影響を低減する
対策をとるべき。

・河川空間の適正な利用を増進することも重要であり、原案「2.3 (3)河川
空間の利用」に記載のとおり、首都圏における貴重なオープンスペースとし
て多様に利用されています。
・ また、原案「5.2.3（3）河川空間の適正な利用」に記載のとおり、自然
環境の保全と秩序ある河川利用の促進を図るため、河川環境の特性に配慮し
た管理を実施し、治水、利水及び動植物の生息及び生育環境、景観等の調和
を図り、適正な河川利用がなされるよう努めます。

・中川右岸の越谷市から八潮市にかけての高水敷利用については、グランド
でのスポーツ利用だけを強調せずに、多くの動植物が生育・生息している空
間であることを明記すべき。

5.1.3 河川環境の整備
と保全に関する事項

＜自然環境の保全と創出（サギのコロニー）について＞
・本流域のサギの集団営巣地は、水田等の周辺環境を含めてサギの営巣地と
して適していることから、改変せず現状維持すべき。

・原案の表記「低減に勤め、必要に応じて代償措置について検討する」につ
いて、保全対策が十分ではないと考えられるため、「影響低減対策を講じる
と同時に、代償措置を早急に講じる」と表記すべき。

・営巣地への影響が少なくなるような河道形状等を検討し、営巣に影響のな
い時期に施工していただきたい。

・代償措置を行うときはモニタリング等を実施し、サギが確実に代替地に定
着できることを確認した後で着工すべき。

・野生動物に対する違法行為の防止対策を原案へ明記して頂きたい。

・人による繁殖妨害等の行為防止のため、水道橋にCCTV カメラなどを設置
し、監視してほしい。

・ご意見の趣旨については、原案「5.1.3（2）自然環境の保全と創出」に記
載のとおり、中流部におけるサギ類の集団営巣地は、埼玉県内における大規
模で安定的な箇所は希少であることから、当該地については、周辺の河川整
備による影響の低減に努め、必要に応じて代償措置について検討し進めてま
いります。

14

15
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章節
関東地方整備局の考え方

いただいたご意見の概要と考え方
原案 論点

番号
いただいたご意見の概要

16

＜自然環境の保全と創出について＞
・生態系ネットワークの形成の際には、周辺住民だけでなく、利用する市民
や専門家も含めて連携して実施してほしい。

・ご意見の趣旨については、原案「5.1.3 河川環境の整備と保全に関する事
項」に記載のとおり、河川利用及び地域の計画やニーズを踏まえ自然との調
和を図った整備と保全を行うこととし、実施に当たっては、必要に応じ学識
経験者等から助言を得て実施します。

17

＜グリーンインフラの推進について＞
・まつばら綾瀬川公園親水ラグーンは、ゴロタ石が置いてある川の凹みで、
特に多くの魚がいる場所でも貴重な場所でもないため、記載を外してほし
い。

・ご意見の趣旨については、原案「5.1.3（4）グリーンインフラの推進」に
記載のとおり、グリーンインフラとして、河川整備時に、干潟やヨシ原、河
畔林、ワンドなどの水際部の自然環境を創出する多自然川づくりや水辺の楽
校の機能を維持し、河川利用に関する多様なニーズを踏まえての環境学習や
自然体験の場の整備を関係機関と調整して行うこととしており、都市域にお
ける貴重な自然との触れ合いの場である施設として、関係機関等と連携して
維持して行くこととしております。

＜水害リスク評価（試行）について＞
・水害リスク評価は、河川整備計画における整備内容毎に効果が表現される
よう検討してほしい。
・施設整備による浸水継続時間の変化が示されるよう検討してほしい。

・ご意見については、原案「5.2.1(7）7）水害リスクの評価、水害リスク情
報の共有」の趣旨を踏まえ、今後の参考とさせていただきます。

・水害リスク評価の検討における土地利用条件はどの時点であるか教えてほ
しい。

・本検討においては、現時点の 新データを適用し、外水氾濫による被害を
算定しており、大臣管理区間外の支川及び下水道等の内水による氾濫は考慮
しておりません。

・水害リスク評価の検討条件には、内水による氾濫を考慮しているか教えて
ほしい。

5.2.1 洪水、津波、高
潮等による災害の発生
の防止又は軽減に関す
る事項

18
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章節
関東地方整備局の考え方

いただいたご意見の概要と考え方
原案 論点

番号
いただいたご意見の概要

＜防災・環境教育の推進について＞
・治水と環境保全は密接な関係があるため、環境教育を改めて流域治水に関
する教育学習とし、治水と環境における両立の重要性を伝えていくべき。

・ご意見の趣旨については、原案「5.2.1（7）9）防災教育や防災知識の普
及」に記載のとおり、住民が日頃から河川との関わりを持ち親しんでもらう
ことで防災知識の普及に資するために、河川協力団体等による河川環境の保
全活動や防災知識の普及啓発活動等の支援に努めます。

・学校や地域住民に対する情報発信は重要であり、特に、学校教育現場にお
いては総合的な学習等を活用して、治水と環境が連携した情報発信の枠組み
を作ってほしい。

・また、原案「5.2.3（6）環境教育の推進」に記載のとおり、人と自然との
共生のための行動意欲の向上や環境問題を解決する能力の育成を図るため、
環境教育や自然体験活動等への取組について、市民団体、地域の教育委員会
や学校等、関係機関と連携し、推進してまいります。

＜河川管理施設の維持管理について＞
・全国と比較して、本流域は排水施設数及び排水量が多い。今後、人員不足
が進むことを踏まえ、排水機場の自動化及び無人化を進めていく必要がある
ことから、排水機場の維持管理や操作規則の 適化について、社会的な背景
を踏まえて追記してほしい。

・ご意見を踏まえて修文します。

・排水機場の維持管理に当たり、必要な物品の入手が難しいなど、安全保障
の観点からも、排水機場の維持管理体制を考えていくなどを記載してほし
い。

＜河道の維持管理について＞
・河川管理上、支障がある河道内樹木の伐採については、生態系に配慮した
必要 小限の伐採としてほしい。
・伐採した樹木は焼却等の処理は行わず、有効利用を検討して頂きたい。

・ご意見の趣旨については、原案「5.2.1（2）河道の維持管理」に記載のと
おり、河道内の樹木については、動植物の生息・生育・繁殖環境及び景観に
配慮しながら、必要に応じて適切に実施します。

・河道の縦横断測量は何年を目安に実施しているか。
・年間の堆砂量を把握した上で維持管理すべき。

・河川の縦横断測量は、「河川定期縦横断測量業務実施要領・同解説」の記
載を参考に、5年毎を目安に実施していますが、大規模な洪水の発生後等、
必要に応じて実施しています。

・堆砂量の把握については、原案「5.2.1（6）河川等における基礎的な調
査・研究」に記載のとおり、河床の変化、河床材料等を必要に応じて調査
し、維持管理に活用することとしています。

19

20

21
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章節
関東地方整備局の考え方

いただいたご意見の概要と考え方
原案 論点

番号
いただいたご意見の概要

5.2.2 河川の適正な利
用及び流水の正常な機
能の維持に関する事項

22

＜自然環境の保全について＞
・「河川水辺の国勢調査」ついて、その他調査で得た環境情報を考慮して調
査範囲を拡大し、収集した結果を計画に反映すべき。

・ご意見の趣旨については、原案「5.2.3(2)自然環境の保全」に記載のとお
り、「河川水辺の国勢調査」等の調査結果については、動植物の生息・生
育・繁殖環境等の基礎情報として活用するとともに市民団体、学識経験者、
関係機関が有する環境情報等と合わせて情報の共有化を図り、河川整備等の
実施時に活用してまいります。

23

＜水質の保全について＞
・「5.2.3（1）水質の保全」に記載の表現について、「農業用水路の管理者
等と連携し、水質の改善を図ります」の文言を削除すべき。

・ご意見を踏まえて修文します。

＜他部局との連携について＞
・本流域は、農地における遊水機能の効果が大きいと考えるが、今後の農地
の動向について農水部局との調整すべき。

・ご意見の趣旨については、原案「6.1 流域全体を視野に入れた総合的な河
川管理と流域全体で取組む対策」に記載のとおり、今後、流域全体での浸水
被害の軽減に向け、河川への流出抑制に関する対策や土地利用の工夫等の流
域全体での取組を促進するため、流域内の関係機関との連携を図ります。

・これまで農家は、洪水時における水田の水回しに苦慮されており、水田貯
留をはじめとした流域治水の取組への理解や協力を得るためには、排水改良
等のバックアップをすることが重要である。

・農地の貯留機能の保全を原案「5.2.1（7）12）土地利用、住まい方の工夫
等のまちづくりと一体となった対策」または「6.その他河川整備を総合的に
行うために留意すべき事項」へ記載すべき。

・ご意見を踏まえて修文します。

・水田の雨水貯留機能、自然生態系の機能などに着目して、さらに水田の保
全を推し進めるべき。

5.2.3河川環境の整備と
保全に関する事項

6.1 流域全体を視野に
入れた総合的な河川管
理と流域全体で取組む
対策

24
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25

＜流域治水の取組について＞
・流域治水の考え方を県市町村関係者に徹底し、雨水が地面に浸透すること
が出来ない構造物作りについて、「流域治水」の観点から考え直すよう指導
をしてほしい。
・上記取組には、あらゆる関係者と書かれているが、どのような市民が参加
しているか。参加なしであれば、市民を参加させるべき。

・ご意見の趣旨については、原案「6.1 流域全体を視野に入れた総合的な河
川管理と流域全体で取組む対策」に記載のとおり、河川への流出抑制に関す
る対策の促進のため、流域内の関係機関との連携を図ってまいります。
・市民の参加につきましては、原案「6.2 地域住民、関係機関との連繋・協
働」に記載のとおり、地方公共団体や地域の教育委員会、学校、ボランティ
ア団体、民間企業等との連携・支援を積極的に図り、河川協力団体や地域住
民や関係機関、民間企業等と一体となった協働作業による河川整備を推進し
ていくこととしています。

26

＜土地利用の見込みについて＞
・特定都市河川浸水被害対策法の法的枠組みの活用を検討する背景から、今
後の土地利用の傾向を予測し、これを踏まえた計画とすべき。

・本計画においては、今後概ね30年間に見込まれる土地開発を考慮しており
ます。

その他

27

＜河川整備計画（原案）の公開について＞
・専門家や関係者以外の一般市民が簡単に見ることができる方法としてほし
い。

・河川整備計画（原案）につきましては、国土交通省関東地方整備局及び江
戸川河川事務所のホームページにて公表しており、どなたでも閲覧が可能で
す。
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